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３ 自治労の共済事業 

① 自治労総合共済基本型 

 ア 加入資格  全組合員が加入しています 

 イ 共済掛金  月額３００円（県職労総合共済掛金に含まれています） 

 ウ 共済金の種類及び額（※共済金は県職労総合共済の給付金に含まれます） 

共済金の種類 支払事由の区分 共済金の額 

死亡弔慰金 本   人 500,000 円 

配 偶 者 200,000 円 

  子 50,000 円 

  親 10,000 円 

配偶者の親 10,000 円 

住宅災害給付金 １ 火災 

２ 落雷、破裂、爆発 

３ 航空機の墜落、車輛の飛

び込み等の損傷 

全焼・全壊 400,000 円以内 

半焼・半壊 360,000 円以内 

一部焼・一部壊 120,000 円以内 

自 然 災 害 全壊・流失・全焼 160,000 円 

半焼・半壊 80,000 円 

一部焼・一部損壊 16,000 円 

床上浸水 80,000 円以内 

地震等 50,000 円以内 

同居親族の死亡 20,000 円 

結婚祝金 結婚 10,000 円 

重度障害見舞金 重度障害者 500,000 円 

退職餞別金 ３年以上継続加入 18,000 円 

 ※ 事由が発生した日から３年間共済金の請求を行わない場合は、時効により請求権

がなくなります。 

② じちろうセット共済 

じちろうセット共済は、「団体生命共済」をベースとして、「長期共済及び税制適格

年金」「親子共済」「火災共済・自然災害共済」「交通災害共済」をセットしている共済

制度の総称です。（団体生命共済加入が他の制度への加入条件となります。） 

☆団体生命共済  ◎本人・配偶者・子供が加入できます。 

        ◎日帰り入院から保障 

        ◎５大成人病による入院を手厚く保障 

        ◎女性特有の疾病に関する手術保障は最高倍率でお支払い 

☆長期共済    ◎退職後の保障へ移行するために、在職中に掛金を積み立てる制度 

         ◎移行時に、年金・医療・遺族の保障を自由に選択できます。 

         ◎個人年金保険料控除の対象となる「税制適格年金」も利用できます。 

         ◎長期共済は 59歳以下、税制適格年金は 54歳以下の方が加入可能（年
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齢は発効日現在）。 

☆こども保障満期金付きタイプ 

    ◎中学入学準備、高校入学準備、大学入学準備の３コースあり、それ

ぞれの保障期間の満期に満期金を受け取ることができます。 

         ◎満期金 50万円型と 100万円型があり、上記３コースを組み合わせて

最大 300万円を積み立てることができます。 

☆火災共済    ◎損害を「再取得価格」で認定するので安心です 

         ◎最高保障 6,000万（家屋・家財） 

        ◎木造の場合 ６円の掛金で１０万円の保障 

☆自然災害共済  ◎風水害、雪害等による損害に最高 4,200万円まで保障 

◎地震で津波にほる損害では 1,800万円まで補償 

         ◎火災共済に付帯しての契約になります。 

☆交通災害共済  ◎交通事故による死亡・入院・通院等の際、給付になります。 

        ◎日本国内はもちろん国外での事故も対象です 

 

③ じちろうマイカー共済 

じちろうマイカー共済は、自動車事故が起きた際、加入プランに応じた補償内容及び

支払限度額に基づき共済金をお支払いする共済制度です。 

☆じちろうマイカー共済 ◎長期間、無事故の優良ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに有利！最大22等級・64％割引 

◎職域掛金と団体割引 15％！掛金負担を軽減 

◎掛金がもっとおトクになる！さまざまな特約・割引を用意 

 

④ 公務員賠償責任保険 

   自治労共済組合員の地方公務員が、業務執行中の行為を対象として民事提訴された

場合や、住民訴訟により地方自治体が敗訴し、担当者が地方自治体から損害賠償請求

の訴訟を起こされた場合の争訟費用及び損害賠償金などを補償する保険です。 

☆公務員賠償責任保険 ◎初年度加入日より前に行った行為に起因する請求も補償します。 

           ◎退職後も 5年間の補償が続きます。 

           ◎他の地方公共団体や公益法人等へ派遣中の請求も補償します。 

 

⑤ その他の制度・サービス 

☆行事・レクリエーション共済 

  ◎日帰り行事（レクリエーション）または国内宿泊行事（組合主催行事に限る。）に

参加する組合員・来賓・関係者およびその家族が行事参加中に被った傷害（ケガ）

を保障します。 

☆スポーツチーム総合保険 

  ◎スポーツチームの活動にかかわる災害を想定した保険（組合が認定するスポーツチ

ームに限る。） 

◎競技中・練習中だけでなく、合宿中やグランドの往復の際など、チーム活動中に起
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きたチームメンバーが負担しなければならない損害を補償します。 

☆海外旅行保険 

  ◎行き先にあわせて保険料が変わる「行き先別リスク細分型」 

  ◎保険料は旅行日数にあわせた１日刻み保険料 

  ◎インターネット契約で、２４時間いつでも気軽に加入できます。 

 

４ 遺族附加年金共済「あとおし」 

  １９９７年１０月に岩手県職労独自の制度として発足・運用しています。 

この制度は、組合員が万一（死亡・高度障害）のことがあった場合などに、公的給付

の不足分を補い、ご遺族の皆さまの経済的・精神的不安を和らげ、生活安定を保障する

制度です。 

２０２３年１０月から、ケガや病気、精神疾患により働けない状態（就業不能状態）

となった場合の経済的な備えを支援する「就業不能サポート制度」がスタートしました。 

○組合員が万が一亡くなられた場合 

☆セット共済 ⇒ 遺族の生活復興資金、緊急予備資金の確保 

☆「あとおし」⇒ 遺族の生活維持資金の確保 

○公的遺族年金は１０～１５万円前後の支払い。必要生活費（平均２０～３０万円）の

不足額をあとおしで補う。 

○「月額給付」、「月額給付＋ボーナス給付」の２つのコースから選べます。 

 ○就業不能サポート制度（特定精神障害給付特約付・初期支援給付特約付・団体総合就

業不能保障保険） 

   ケガや病気、精神疾患により、就業不能状態が 20日を超えて継続している場合、給

付金を支払います。 

   入院だけではなく医師の指示による自宅療養でも、お支払いします。 

 

５ 共済掛金貸付制度 

 ① じちろうマイカー共済（自治労自動車共済）掛金の貸付 

  ◎じちろうマイカー共済等の掛金を直近の期末手当月まで貸し付ける制度です。 

≪手続方法≫ 

 １ 貸付を希望する組合員は、「じちろうマイカー共済等掛金借入申込書」に「共済加入

（継続）申込書」とあらかじめ開設してある東北労働金庫の「貸付金振込口座の通帳

写し」を添付し、各支部に申し込みます。 

 ２ 貸付を受けた組合員は、借入申込時に指定した方法により借入金を返済します。 

 

 ② 育児休業等に伴う共済掛金の貸付 

  ◎育児休業取得期間中の総合共済（※）、セット共済、あとおしの掛金を貸し付ける制

度です。 
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≪手続方法≫ 

 １ 「育児休業等に伴う共済掛金借入申込書」に「育児休業にかかる辞令書の写し」を

添付し、各支部に申し込みます。 

 ２ 貸付を受けた組合員は、借入申込時に指定した方法により借入金を返済します。 

 ※ 無給休職中の組合員及び準組合員甲に対して、総合共済から、休職時支援金（月額

１，１００円）が給付されます。 

   この給付金を休職中の総合共済掛金へ充当することができます。 


